
（様式－１ 表紙） 

 

 

  １ 調査名称：(和泉市)都市計画道路見直し検討業務 

 

 

 

 ２ 調査主体：和泉市 

 

 

 ３ 調査圏域：和泉市域 

 

 

 ４ 調査期間：平成 26 年度～平成 27 年度 

 

 

 ５ 調査概要： 

 都市計画決定後、長期にわたり事業着手がなされていない和泉市内の既決定都市計

画道路について、様々な観点から計画の必要性、事業の実現性等の評価を行い、現状

及び今後の社会経済情勢の変化に合わせた、新たな都市計画道路ネッワークの在り方

を検討し素案としてまとめたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式－２ａ 調査概要） 

 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名称：(和泉市)都市計画道路見直し検討業務 

 

 

 

 ２ 報告書目次 

第１章 業務概要および計画準備 

 

第２章 基礎データ調査・作成 

 

第３章 将来交通量推計 

 

第４章 基本方針（素案）の洗練 

 

第５章 検討路線の必要性の検証 

 

第６章 都市計画図書の作成 

 

 

 



    （様式－３ａ 調査成果） 

 

Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

 本市の都市計画道路はこれまで、高度経済成長期の急激な都市の拡大等に対処する

ため、昭和３０年代から４０年代前半にかけて数多く都市計画決定されてきました

が、その後の経済の状況による財政の制約等により、都市計画道路の整備ペースも鈍

化した結果、未着手の都市計画道路が数多く残り、またその期間も長期化している状

況がある。 

また、和泉市の将来人口は長期的に見ると減少が予測され、少子高齢化などが進み

つつあり、こうした状況を踏まえ、将来の都市づくりの方向性と整合した都市計画道

路の在り方を検討するにあたり、定量的・定性的な観点から、都市計画道路ネットワ

ークにおける路線機能について再検証することを目的とする。 

 

 

２ 調査フロー 

 

 

計画準備 

 

 

基礎データ調査・作成       将来交通量推計 

・現地交通量補足調査       ・将来交通量の整理 

・現況カルテ作成         ・検証必要路線の整理 

                  

  

 

基本方針の作成        パブリックコメントの実施 

                          

関係機関との協議 

検討路線の必要性の検証 

 

 

路線別見直しカルテの作成 

 

 

見直し案の作成 



 

 

３ 調査圏域図 

 

 

大阪市 

堺市 

 和泉市 



（様式－３ｂ 調査成果） 

 

 ４ 調査成果 

（１） 基礎データの調査 

  都市計画道路の見直しを行うにあたり、机上調査で現況の把握が難しい箇所や、

検討路線に関連する道路の内、現在渋滞などの問題が発生している箇所について

は、現地調査を行い課題の抽出を行った。 

また、検討路線に影響を与える路線で、Ｈ22 道路交通センサス等の現況交通量

調査にて、詳しい現地の状況の把握が難しい箇所については、現地交通量補足調

査を実施し交通量と渋滞状況等の把握を行った。 

下記に基礎データ調査の流れを示すが、現地踏査等から得た調査結果は基礎デー

タとして整理し、個別路線・区間毎に現況カルテとしてとりまとめを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

        現地交通量補足調査の流れ 

 

 

 

 

 

 

基礎データ調査の流れ        

 

               

 

 

現地交通量補足調査 

和泉市都市計画道路の横断面構成の検討 

机上調査 

現地踏査 

 路線現況カルテの作成          

センサス 

補足調査(今回) 

交通状況の把握 

既存調査 



（２）見直し評価対象路線の抽出（区間） 

 評価対象路線は、都市計画道路のうち、事業未着手路線、又は一部整備済み（事

業中）である路線を対象とし、「都市計画道路」同士の交差部で分割を行い、見直

し評価対象区間の設定を行った。以下に評価対象路線（区間）を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区間

番号

評価区間

計画

幅員(m)

区間

延長（m)

1-1 (都）松原泉大津線～（都）北信太駅前線 22 758

1-2 (都）池上下宮線～（都）泉大津阪本線 22 1399

2-1 （都）上伯太線～（都）黒鳥山麓線 20 1026

2-2 （都）黒鳥山麓線～（都）山荘観音寺線 20 501

2-3 （都）山荘観音寺線～（都）泉州山手線 20 2147

2-4 （都）泉州山手線～（都）光明池春木線 20 3179

2-5 （都）光明池春木線～国道480号 16 2426

3 3・4・219-12　北信太駅前線　 3 (都）阪和東側1号線～（都）大阪和泉泉南線 20 188

4 3・4・219-13　信太山駅前線 4 (都）阪和東側1号線～（都）大阪和泉泉南線 16 ＊（60）

5-1 （都）大阪岸和田南海線～（都）黒鳥観音寺線 16 813

5-2 （都）黒鳥観音寺線～（都）山荘観音寺線 16 602

6-1 （都）池上下宮線～（都）泉大津阪本線 16 1003

6-2 （都）泉大津阪本線～（都）和泉中央線 16 657

7 3・6・219-18　和泉府中北通線 7 （都）大阪和泉泉南線～（都）泉大津中央線 14 ＊（720）

8-1 （都）松原泉大津線～（都）北信太駅前線 11 640

8-2 （都）北信太駅前線～（都）池上下宮線 11 1188

8-3 （都）池上下宮線～（都）泉大津阪本線 20 1049

8-4 （都）泉大津阪本線～（都）和泉中央線 20 921

8-5 （都）和泉中央線～行政界 11 1652

9-1 （都）信太山駅前線～（都）池上下宮線 20 75

9-2 （市）北信太高石線～（都）北信太駅前線 8 116

10 3・6・219-21　黒鳥山麓線 10 (都）黒鳥観音寺線～（都）池上下宮線 8 848

11 3・6・219-22　阪和東側2号線 11 （都）泉大津中央線～（都）和泉府中北通線 8 445

3・4・219-9　池上下宮線

8 3・6・219-19　大阪和泉泉南線

評価対象路線名

1 3・3・219-7　大阪岸和田南海線

2

9 3・6・219-20　阪和東側1号線

※信太山駅前線、和泉府中北通線は、概成済みであり未整備延長は0ｍとなります。

　 なお（）内は、計画総延長を記載しています。

5 3・4・219-14　泉大津阪本線

6 3・4・219-15　山荘観音寺線

未着手路線 

事業中路線 

整備済路線 



（３）見直しで評価する機能・項目 

 都市計画道路の見直しの評価は、下表の評価項目を基本とし、これらの評価項目、

評価基準を参考に各路線の必要性等について評価を行い、「存続候補」「廃止候補」

等の見直しの方向性を示すものとする。 

 

評価項目 評価基準 

(1) 

上位・関連計画との整合性 

・都市計画マスタープラン等の上位計画、関連計画等の都市づくり

方針と整合 

(2) 

必要性 

① 交通処理機能 

・広域幹線道路とのネットワークを構成 

・広域幹線道路を相互に連絡 

・周辺道路も含め渋滞緩和に寄与 

・複数の市町村を跨ぎ地域間の連携・交流に寄与 

② 交通安全機能 

・歩行者自転車の交通安全に寄与 

・児童の交通安全に寄与 

・公共交通の円滑化に寄与 

・徒歩や自転車による駅へのアクセス機能向上に寄与 

・交通バリアフリー基本構想での特定経路等に指定 

③ 
市街地形成 

機能 

・土地利用を誘導し市街地を形成 

・具体的な収容施設計画の有無 

④ 防災機能 

・広域緊急交通路としてネットワークを構成 

・防災拠点や広域避難地等のアクセス向上に寄与 

・密集市街地内、又は延焼防止のための幅員が不足する区間 

⑤ 環境形成機能 

・緑被率の少ないエリア内 

・自転車や公共交通の利用促進による環境負荷の少ない都市構造の

形成に寄与 

(3)代替性 
・見直し対象路線と同等の機能を有する現道、又は計画が存在 

（必要に応じて、再評価） 

(4)実現性 

・概ね 30 年以内に整備着手が可能 

・支障となる地形地物等の物理的な状況 

・地域の期待度や合意形成の状況 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４）

都市計画道路

別路線

止」の

の評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

）見直しの進

都市計画道路の

別路線・区間毎に

の影響を詳細

評価フローを示

廃止廃止廃止廃止候補候補候補候補

都市計画の手続き

【代替性の【代替性の【代替性の【代替性の

 

NO 【必要性の評価】【必要性の評価】【必要性の評価】【必要性の評価】

①交通処理機能

④防災機能

【実現性の【実現性の【実現性の【実現性の

・整備時期（概ね

・事業を実施するための

・事業に対する地元の期待度及び合意形成

進め方 

の見直しは

に見直しカルテを

詳細に検討し

示す。 

候補候補候補候補 

都市計画の手続き

【代替性の【代替性の【代替性の【代替性の検証検証検証検証

 

【上位【上位【上位【上位

・上位、関連計画での位置付け

【必要性の評価】【必要性の評価】【必要性の評価】【必要性の評価】

①交通処理機能

④防災機能   

現道の代替性

YES 

【実現性の【実現性の【実現性の【実現性の検証検証検証検証

整備時期（概ね

事業を実施するための

・事業に対する地元の期待度及び合意形成

しは、和泉市都市計画道路見直

しカルテを作成

し、「存続」「

変更変更変更変更

（幅員等）

都市計画の手続き

検証検証検証検証】】】】    

都市計画道路

 （評価対象路線（区間））

【上位【上位【上位【上位・関連・関連・関連・関連

・上位、関連計画での位置付け

【必要性の評価】【必要性の評価】【必要性の評価】【必要性の評価】    

①交通処理機能 ②交通安全機能

   ⑤環境形成機能

現道の代替性 

検証検証検証検証】】】】    

整備時期（概ね 30 年以内に着手可能か）

事業を実施するための支障

・事業に対する地元の期待度及び合意形成

和泉市都市計画道路見直

作成し、関係機関

」「変更」「

変更変更変更変更    

（幅員等） 

都市計画の手続き 

YES 

確認 

都市計画道路 

対象路線（区間））

・関連・関連・関連・関連計画との整合】計画との整合】計画との整合】計画との整合】

・上位、関連計画での位置付け

②交通安全機能 

⑤環境形成機能 

NO 

別途事業計画の代替性

年以内に着手可能か）

支障となる要因

・事業に対する地元の期待度及び合意形成

和泉市都市計画道路見直し

関係機関と調整

」「廃止」候補

存続存続存続存続
 

 

対象路線（区間）） 

計画との整合】計画との整合】計画との整合】計画との整合】    

・上位、関連計画での位置付け 

 ③市街地形成機能

 

NO 

別途事業計画の代替性

年以内に着手可能か） 

となる要因がない

・事業に対する地元の期待度及び合意形成 

し基本方針に

調整しながら

候補に分類する

存続存続存続存続候補候補候補候補    

③市街地形成機能 

YES

 

別途事業計画の代替性 

YES

 

に基づき実施

しながら、「変更

する。以下

留保付き 
存続候補 

YES 

YES 

実施し、個

変更」や「廃

以下に見直し

 
 

再
評

価
 



（５）都市計画道路ネットワークの検証 

都市計画道路見直し評価の結果を踏まえた再編道路ネットワーク（案）について、

将来交通量推計により、ネットワークの妥当性について検証を行う。 

道路の混雑状況の指標となる「混雑度」が 1.0以上となる路線（区間）を対象とし

比較を行った結果、再編後も大きな差異は認められず、妥当な将来道路ネッワークで

あると評価された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


